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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　健康診断の結果を所定の表示部にて表示する健康診断結果表示装置であって、
　前記健康診断における検査項目ごとに、検査結果を記憶する検査結果記憶手段と、
　前記検査項目ごとに、各検査項目に直接関連する人体組織である直接組織を対応付けた
直接組織情報を記憶する直接組織情報記憶手段と、
　前記直接組織ごとに、各直接組織の異常によって間接的に影響が生じる人体組織である
間接組織を対応付けた派生関係情報を記憶する派生関係情報記憶手段と、
　前記検査結果記憶手段が記憶する前記検査結果において、異常と診断された検査結果の
検査項目に対応する直接組織を、前記直接組織情報記憶手段が記憶する前記直接組織情報
から抽出する直接組織抽出手段と、
　前記直接組織抽出手段によって抽出された前記直接組織に対応する間接組織を、前記派
生関係情報記憶手段が記憶する前記派生関係情報から抽出する間接組織抽出手段と、
　前記直接組織抽出手段によって抽出された前記直接組織の異常が、前記間接組織抽出手
段によって抽出された前記間接組織に対して及ぼす影響度合に応じた表示態様により、当
該直接組織とともに、当該間接組織を、人体モデル図を用いて前記所定の表示部にて表示
するように制御する表示制御手段と、
　を備えたことを特徴とする健康診断結果表示装置。
【請求項２】
　前記健康診断を受診した受診者の疾患履歴と当該受診者の親族の疾患履歴の少なくとも
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１つからなる健康情報を記憶する健康情報記憶手段と、
　前記健康情報記憶手段が記憶する前記受診者の前記健康情報に基づいて、前記影響度合
を評価する間接影響評価手段と、をさらに備え、
　前記表示制御手段は、前記間接影響評価手段によって評価された前記影響度合を前記所
定の表示部にて表示するように制御することを特徴とする請求項１に記載の健康診断結果
表示装置。
【請求項３】
　前記間接影響評価手段は、前記健康情報記憶手段が記憶する前記受診者の前記健康情報
の間で重み付けを変更して、前記影響度合を評価することを特徴とする請求項２に記載の
健康診断結果表示装置。
【請求項４】
　前記表示制御手段は、前記人体モデル図において、前記直接組織抽出手段によって抽出
された前記直接組織および前記間接組織抽出手段によって抽出された前記間接組織のすべ
てが、前記所定の表示部にて表示されるように制御することを特徴とする請求項１～３の
いずれか一つに記載の健康診断結果表示装置。
【請求項５】
　前記表示制御手段は、前記人体モデル図において、前記直接組織抽出手段によって抽出
された前記直接組織から前記間接組織抽出手段によって抽出された前記間接組織に影響が
派生する様子を、前記所定の表示部にて表示するように制御することを特徴とする請求項
１～３のいずれか一つに記載の健康診断結果表示装置。
【請求項６】
　前記間接組織が影響を受ける確率である影響確率を算出する影響確率算出手段をさらに
備え、
　前記表示制御手段は、前記影響確率算出手段によって算出された前記影響確率を前記所
定の表示部にて表示するように制御することを特徴とする請求項１～５のいずれか一つに
記載の健康診断結果表示装置。　
【請求項７】
　前記表示制御手段は、前記間接組織抽出手段によって抽出された前記間接組織の表示、
または前記直接組織抽出手段によって抽出された前記直接組織から前記間接組織抽出手段
によって抽出された前記間接組織に影響が派生する様子の表示を、所定の時機において実
行するように制御すること特徴とする請求項１～６のいずれか一つに記載の健康診断結果
表示装置。
【請求項８】
　健康診断の結果を所定の表示部にて表示する健康診断結果表示方法をコンピュータに実
行させる健康診断結果表示プログラムであって、
　前記健康診断における検査項目ごとに、検査結果を第一の記憶部において記憶する検査
結果記憶手順と、
　前記検査項目ごとに、各検査項目に直接関連する人体組織である直接組織を対応付けた
直接組織情報を第二の記憶部において記憶する直接組織情報記憶手順と、
　前記直接組織ごとに、各直接組織の異常によって間接的に影響が生じる人体組織である
間接組織を対応付けた派生関係情報を第三の記憶部において記憶する派生関係情報記憶手
順と、
　前記第一の記憶部が記憶する前記検査結果において、異常と診断された検査結果の検査
項目に対応する直接組織を、前記第二の記憶部が記憶する前記直接組織情報から抽出する
直接組織抽出手順と、
　前記直接組織抽出手順によって抽出された前記直接組織に対応する間接組織を、前記第
三の記憶部が記憶する前記派生関係情報から抽出する間接組織抽出手順と、
　前記直接組織抽出手順によって抽出された前記直接組織の異常が、前記間接組織抽出手
順によって抽出された前記間接組織に対して及ぼす影響度合に応じた表示態様により、当
該直接組織とともに、当該間接組織を、人体モデル図を用いて前記所定の表示部にて表示
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するように制御する表示制御手順と、
　をコンピュータに実行させることを特徴とする健康診断結果表示プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、健康診断結果表示装置および健康診断結果表示プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、健康診断は、各種検査の結果に基づく診断結果を疾患の予防、疾患の早期発
見および疾患の早期治療などに結びつけることで、受診者の健康状態を管理して改善する
ことを目的に行なわれている。
【０００３】
　また、近年、生活習慣が発症原因に深く関与していると考えられている疾患（例えば、
糖尿病、高脂血症、高血圧、高尿酸血症など）である生活習慣病や、内臓脂肪型肥満によ
って生活習慣病を誘発しやすい状態にあるメタボリックシンドロームの患者数が増加傾向
にあることから、健康診断の重要性が高まっている。
【０００４】
　健康診断の診断結果は、多数の項目にわたる検査結果を参照しながら、医師（あるいは
看護師や保健師）により受診者に対して説明される。ここで、特許文献１では、検査結果
により異常があると診断された臓器（組織）を、人体モデル図において色分けしてモニタ
に表示することで、医師（あるいは看護師や保健師）による診断結果の説明を判りやすく
して、受診者の理解を高める技術が開示されている。
【０００５】
【特許文献１】特開平９－７３４９５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、上記した従来の技術は、検査結果と直接関係のある組織（以下、直接組織と
記す）の異常によりどのような影響が自身の身体全体に引き起こされるのかについては、
受診者の理解を高めることはできないという課題があった。
【０００７】
　例えば、検査結果において血糖値が高いことから、糖尿病になる可能性が高いと診断さ
れた場合、上記した従来の技術では、インスリンの分泌を行う膵臓を直接組織として表示
することで、膵臓の機能障害について受診者の理解を高めることはできる。
【０００８】
　しかし、現在の生活習慣を改めないことにより、膵臓の機能障害が進み糖尿病が悪化す
ることで、血液をろ過する腎臓に対して負担が高まったり、白内障を誘発して眼球の障害
がもたらされる可能性が高まったりするなど、直接組織の機能障害から派生して発生する
他の組織の機能低下や障害については、上記した従来の技術では、受診者の理解を高める
ことはできず、現状では、説明者（医師、看護師、保健師など）による口頭説明にゆだね
られている。
【０００９】
　そこで、この発明は、上述した従来技術の課題を解決するためになされたものであり、
検査結果により異常と診断された組織が及ぼす影響について受診者の理解を高めることが
可能になる健康診断結果表示装置および健康診断結果表示プログラムを提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、本発明は、健康診断の結果を所定の表示
部にて表示する健康診断結果表示装置であって、前記健康診断における検査項目ごとに、
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検査結果を記憶する検査結果記憶手段と、前記検査項目ごとに、各検査項目に直接関連す
る人体組織である直接組織を対応付けた直接組織情報を記憶する直接組織情報記憶手段と
、前記直接組織ごとに、各直接組織の異常によって間接的に影響が生じる人体組織である
間接組織を対応付けた派生関係情報を記憶する派生関係情報記憶手段と、前記検査結果記
憶手段が記憶する前記検査結果において、異常と診断された検査結果の検査項目に対応す
る直接組織を、前記直接組織情報記憶手段が記憶する前記直接組織情報から抽出する直接
組織抽出手段と、前記直接組織抽出手段によって抽出された前記直接組織に対応する間接
組織を、前記派生関係情報記憶手段が記憶する前記派生関係情報から抽出する間接組織抽
出手段と、前記直接組織抽出手段によって抽出された前記直接組織とともに、前記間接組
織抽出手段によって抽出された前記間接組織を、人体モデル図を用いて前記所定の表示部
にて表示するように制御する表示制御手段と、を備えたことを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明は、健康診断の結果を所定の表示部にて表示する健康診断結果表示方法を
コンピュータに実行させる健康診断結果表示プログラムであって、前記健康診断における
検査項目ごとに、検査結果を第一の記憶部において記憶する検査結果記憶手順と、前記検
査項目ごとに、各検査項目に直接関連する人体組織である直接組織を対応付けた直接組織
情報を第二の記憶部において記憶する直接組織情報記憶手順と、前記直接組織ごとに、各
直接組織の異常によって間接的に影響が生じる人体組織である間接組織を対応付けた派生
関係情報を第三の記憶部において記憶する派生関係情報記憶手順と、前記第一の記憶部が
記憶する前記検査結果において、異常と診断された検査結果の検査項目に対応する直接組
織を、前記第二の記憶部が記憶する前記直接組織情報から抽出する直接組織抽出手順と、
前記直接組織抽出手順によって抽出された前記直接組織に対応する間接組織を、前記第三
の記憶部が記憶する前記派生関係情報から抽出する間接組織抽出手順と、前記直接組織抽
出手順によって抽出された前記直接組織とともに、前記間接組織抽出手順によって抽出さ
れた前記間接組織を、人体モデル図を用いて前記所定の表示部にて表示するように制御す
る表示制御手順と、をコンピュータに実行させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、健康診断の検査結果により異常と診断された組織が及ぼす影響につい
て受診者の理解を高めることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下に添付図面を参照して、この発明に係る健康診断結果表示装置および健康診断結果
表示プログラムの好適な実施例を詳細に説明する。
【実施例１】
【００１４】
　まず、実施例１における健康診断結果表示装置の構成について説明する。図１は、実施
例１における健康診断結果表示装置の構成を示す図である。図１に示すように、実施例１
における健康診断結果表示装置１０は、通信制御部１１と、入出力制御Ｉ／Ｆ部１２と、
記憶部１３と、処理部１４とを備え、さらに、ネットワーク２０を介して、端末３０に接
続される。なお、端末３０は、例えば、健康診断の結果説明が行なわれる病院内の面談室
に設置され、健康診断の結果についての受診者に対する説明が、端末３０を用いて、医師
（あるいは看護師や保健師）によって行なわれる。
【００１５】
　ここで、実施例１における健康診断結果表示装置１０は、端末３０を操作する医師から
の要求に基づいて、健康診断の結果を端末３０が備えるモニタにて表示することを概要と
し、健康診断の検査結果により異常と診断された組織が及ぼす影響について受診者の理解
を高めることに主たる特徴がある。以下、この主たる特徴について、図１とともに、図２
～７を用いて説明する。ここで、図２は、検査結果記憶部を説明するための図であり、図
３は、直接組織情報記憶部を説明するための図であり、図４は、派生関係情報記憶部を説
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明するための図であり、図５は、実施例１における間接影響評価部を説明するための図で
あり、図６および図７は、実施例１における表示制御部を説明するための図である。
【００１６】
　通信制御部１１は、ネットワーク２０を通じて端末３０との間で送受信されるデータの
転送を制御する。具体的には、健康診断の結果について説明を行なう医師が入力した「健
康診断の結果表示要求」を、ネットワーク２０を介して端末３０から受信したり、後述す
る表示制御部１４ｄの制御に基づいて構成された「健康診断の結果表示」を、ネットワー
ク２０を介して端末３０に送信したりする。
【００１７】
　入出力制御Ｉ／Ｆ部１２は、通信制御部１１と、記憶部１３と、処理部１４との間にお
けるデータ転送を制御する。
【００１８】
　記憶部１３は、処理部１４による各種処理に用いるデータを記憶し、特に本発明に密接
に関連するものとしては、図１に示すように、検査結果記憶部１３ａと、直接組織情報記
憶部１３ｂと、派生関係情報記憶部１３ｃと、健康情報記憶部１３ｄとを備える。
【００１９】
　検査結果記憶部１３ａは、受診者ごとに、検査項目に対応付けて検査結果を記憶する。
すなわち、検査結果記憶部１３ａは、健康診断において実施された検査結果を記憶するデ
ータベースであり、具体的には、健康診断の受診者ごとに、「検査項目」と、「標準値」
と、「検査結果」と、「診断結果」とを対応付けて記憶する。ここで、「標準値」は、診
断結果が正常と診断される「検査結果」の数値の範囲を示すものであり、「検査結果」の
数値が「標準値」の範囲内である場合、「診断結果」は「正常」となり、「標準値」の範
囲外である場合、「診断結果」は「異常」となる。
【００２０】
　例えば、検査結果記憶部１３ａは、図２に示すように、健康診断の受診者「Ａさん」の
検査結果を、「検査項目：血糖値」と、「標準値：７０～１１０ｍｇ／ｄｌ」と、「検査
結果：１３０ｍｇ／ｄｌ」と、「診断結果：高血糖（異常）」とに対応付けて記憶する。
ここで、受診者「Ａさん」の「検査項目：血糖値」における「検査結果：１３０ｍｇ／ｄ
ｌ」は、「標準値：７０～１１０ｍｇ／ｄｌ」の範囲外であるので、「診断結果：高血糖
（異常）」となる。
【００２１】
　直接組織情報記憶部１３ｂは、検査項目ごとに、各検査項目に直接関連する人体組織で
ある直接組織を対応付けた直接組織情報を記憶する。例えば、直接組織情報記憶部１３ｂ
は、図３に示すように、「検査項目：血糖値」の直接組織を、インスリンを分泌する臓器
である「膵臓」とし、「検査項目：尿酸値」の直接組織を、尿酸を排泄する臓器である「
腎臓」とする直接組織情報を記憶する。
【００２２】
　派生関係情報記憶部１３ｃは、直接組織ごとに、各直接組織の異常によって間接的に影
響が生じる人体組織である間接組織を対応付けた派生関係情報を記憶する。例えば、膵臓
の機能低下により血糖が増えると、血液をろ過する腎臓の負荷が高くなるため、膵臓の異
常が派生して腎臓に間接的に影響が生じる。また、高血糖は白内障を引き起こすため、膵
臓の異常が派生して眼球にも間接的に影響が生じる。また、腎臓の機能低下により網膜の
血行不良が生じて白内障を引き起こすため、腎臓の異常によっても眼球に間接的に影響が
生じる。このようなことから、派生関係情報記憶部１３ｃは、図４に示すように、「直接
組織：膵臓」の間接組織を「腎臓」や「眼球」とし、「直接組織：腎臓」の間接組織を「
眼球」とする派生関係情報を記憶する。
【００２３】
　健康情報記憶部１３ｄは、健康診断を受診した受診者の疾患履歴と、当該受診者の親族
の疾患履歴とからなる健康情報を記憶する。例えば、健康情報記憶部１３ｄは、受診者の
過去の健康診断における検査結果履歴（受診者検査結果履歴）を、当該受診者の疾患履歴
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として記憶し、健康診断の検査前に行なわれる問診において受診者から聞き取った親族の
疾患についての情報を、当該受診者の親族疾患履歴として記憶する。例えば、受診者「Ａ
さん」の健康情報として、「受診者検査結果履歴：血糖値異常あり」および「親族疾患履
歴：腎臓病なし」や、「受診者検査結果履歴：視力低下なし」および「親族疾患履歴：白
内障あり」を記憶する。
【００２４】
　処理部１４は、入出力制御Ｉ／Ｆ部１２から転送されたデータに基づき各種処理を実行
し、特に本発明に密接に関連するものとしては、図１に示すように、直接組織抽出部１４
ａと、間接組織抽出部１４ｂと、間接影響評価部１４ｃと、表示制御部１４ｄとを備える
。
【００２５】
　直接組織抽出部１４ａは、検査結果記憶部１３ａが記憶する検査結果において、異常と
診断された検査結果の検査項目に対応する直接組織を、直接組織情報記憶部１３ｂが記憶
する直接組織情報から抽出する。例えば、『「受診者「Ａさん」が受診した健康診断の結
果表示要求』を端末３０から受信した場合、直接組織抽出部１４ａは、図２に示す受診者
「Ａさん」の検査結果において、「検査項目：血糖値」の「診断結果」が「高血糖（異常
）」であることから、図３に示す直接組織情報を参照して、「検査項目：血糖値」に対応
する「直接組織：膵臓」を抽出する。
【００２６】
　間接組織抽出部１４ｂは、直接組織抽出部１４ａによって抽出された直接組織に対応す
る間接組織を、派生関係情報記憶部１３ｃが記憶する派生関係情報から抽出する。例えば
、間接組織抽出部１４ｂは、直接組織抽出部１４ａによって「直接組織：膵臓」が抽出さ
れた場合、図４に示す派生関係情報を参照して、「直接組織：膵臓」に対応する間接組織
として「腎臓」および「眼球」を抽出する。
【００２７】
　間接影響評価部１４ｃは、健康情報記憶部１３ｄが記憶する受診者の健康情報に基づい
て、直接組織抽出部１４ａによって抽出された直接組織の異常が、間接組織抽出部１４ｂ
によって抽出された間接組織に対して及ぼす影響度合を評価する評価値を決定する。例え
ば、間接影響評価部１４ｃは、図５に示すように、評価対象となる間接組織ごとに、健康
情報と評価値とを対応付けて設定された評価規則を用いて、間接組織抽出部１４ｂによっ
て抽出された間接組織の評価値を決定する。
【００２８】
　例えば、間接影響評価部１４ｃは、図５に示すように、「評価対象間接組織：腎臓」に
おいて、「受診者検査結果履歴：血糖値異常なし」および「親族疾患履歴：腎臓病なし」
なら「評価値」を「０」として決定し、「受診者検査結果履歴：血糖値異常なし」および
「親族疾患履歴：腎臓病あり」なら「評価値」を「１」として決定し、「受診者検査結果
履歴：血糖値異常あり」および「親族疾患履歴：腎臓病なし」なら「評価値」を「２」と
して決定し、「受診者検査結果履歴：血糖値異常あり」および「親族疾患履歴：腎臓病あ
り」なら「評価値」を「３」として決定する。また、間接影響評価部１４ｃは、図５に示
すように、「評価対象間接組織：眼球」において、「受診者検査結果履歴：視力低下なし
」および「親族疾患履歴：白内障なし」なら「評価値」を「０」として決定し、「受診者
検査結果履歴：視力低下なし」および「親族疾患履歴：白内障あり」なら「評価値」を「
１」として決定し、「受診者検査結果履歴：視力低下あり」および「親族疾患履歴：白内
障なし」なら「評価値」を「２」として決定し、「受診者検査結果履歴：視力低下あり」
および「親族疾患履歴：白内障あり」なら「評価値」を「３」として決定する。
【００２９】
　ここで、間接影響評価部１４ｃは、受診者「Ａさん」の健康情報が、「受診者検査結果
履歴：血糖値異常あり」および「親族疾患履歴：腎臓病なし」であることから、間接組織
抽出部１４ｂによって抽出された「間接組織：腎臓」の評価値を「２」として決定する。
また、間接影響評価部１４ｃは、受診者「Ａさん」の健康情報が、「受診者検査結果履歴
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：視力低下なし」および「親族疾患履歴：白内障あり」であることから、間接組織抽出部
１４ｂによって抽出された「間接組織：眼球」の評価値を「１」として決定する。
【００３０】
　表示制御部１４ｄは、直接組織抽出部１４ａによって抽出された直接組織とともに、間
接組織抽出部１４ｂによって抽出された間接組織を、人体モデル図を用いて、端末３０が
備えるモニタにて表示し、さらに、間接影響評価部１４ｃによって決定された評価値も当
該モニタにて表示するように制御する。
【００３１】
　例えば、表示制御部１４ｄは、図６に示すように、受診者「Ａさん」の検査結果と併せ
て、「直接組織：膵臓」とともに、「間接組織：腎臓」および「間接組織：眼球」を、人
体モデル図上に評価値に基づいたパターンで識別できるように、端末３０が備えるモニタ
にて表示するように制御する。すなわち、表示制御部１４ｄは、受診者「Ａさん」の検査
結果表とともに、人体モデル図において、「直接組織：膵臓」を「評価値：４」に対応す
るパターンで表示し、「間接組織：腎臓」を間接影響評価部１４ｃによって決定された「
評価値：２」に対応するパターンで表示し、「間接組織：眼球」を間接影響評価部１４ｃ
によって決定された「評価値：１」に対応するパターンで表示するように制御する。
【００３２】
　また、表示制御部１４ｄは、間接組織において、複数の直接組織からの影響がある場合
に、その評価値を重畳して表示するように制御してもよい。健康診断において、検査は通
常複数項目にわたって行われるものであり、例えば、血糖値と尿酸値の検査が行われた場
合、「眼球」は、「検査項目：血糖値」の「直接組織：膵臓」に対応する間接組織である
とともに、「検査項目：尿酸値」の「直接組織：腎臓」に対応する間接組織でもある（図
４参照）。
【００３３】
　ここで、健康診断の受診者「Ａさん」の検査結果が、「検査項目：血糖値、標準値：７
０～１１０ｍｇ／ｄｌ、検査結果：１３０ｍｇ／ｄｌ、診断結果：高血糖（異常）」であ
るとともに、「検査項目：尿酸値、標準値：７．０ｍｇ／ｄｌ以下、検査結果：１０．０
ｍｇ／ｄｌ、診断結果：高尿酸値（異常）」である場合、間接影響評価部１４ｃは、「間
接組織：眼球」の評価値として、受診者「Ａさん」の健康情報を参照して、「直接組織：
膵臓」による影響度合を示す「評価値：１」と、「直接組織：腎臓」による影響度合を示
す「評価値：１」とを加算した「評価値：２」を決定する。そして、表示制御部１４ｄは
、図７に示すように、受診者「Ａさん」の検査結果表とともに、人体モデル図において、
「直接組織：膵臓」および「直接組織：腎臓」を「評価値：４」に対応するパターンで表
示し、「間接組織：眼球」を間接影響評価部１４ｃによって加算されて決定された「評価
値：２」に対応するパターンで表示するように制御する。
【００３４】
　なお、本実施例では、直接組織の評価値を一律に「４」と設定して、例えば、「直接組
織：膵臓」や「直接組織：腎臓」を「評価値：４」に対応するパターンで表示する場合に
ついて説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、「検査項目：血糖
値」の検査結果が、「１１１～１２０ｍｇ／ｄｌ」なら評価値を「１」、１２１～１３０
ｍｇ／ｄｌなら評価値を「２」とするなど、予め設定した数値の範囲に基づいて、直接組
織の評価値を決定して、直接組織を決定された評価値に対応するパターンで表示する場合
であってもよい。
【００３５】
　このようなことから、実施例１における健康診断結果表示装置１０は、端末３０のモニ
タにて、異常と診断された直接組織とともに、直接組織の異常によって影響が派生する間
接組織を、人体モデル図を用いて表示するので、上記した主たる特徴のごとく、健康診断
の検査結果により異常と診断された組織が及ぼす影響について受診者の理解を高めること
が可能となる。　
【００３６】
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　なお、本実施例では、健康診断において実施された検査結果を記憶するデータベースで
ある検査結果記憶部１３ａが健康診断結果表示装置１０に組み込まれている場合について
説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、検査結果記憶部１３ａが
健診センターに設置され、健康診断結果表示装置１０がネットワーク２０を介して、検査
結果を取得して上記した処理を実行する場合であってもよい。
【００３７】
　また、本実施例では、健康情報記憶部１３ｄが、健康情報として、受診者検査結果履歴
と親族疾患履歴とを記憶する場合について説明したが、本発明はこれに限定されるもので
はなく、例えば、健康情報記憶部１３ｄが、健康診断の検査前に行なわれる問診において
受診者から聞き取った受診者自身の疾患履歴を、受診者検査結果履歴とともに、受診者の
疾患履歴として記憶する場合であってもよい。また、健康情報記憶部１３ｄが、親族疾患
履歴のみを記憶し、間接影響評価部１４ｃは、検査結果記憶部１３ａが記憶する検査結果
において、該当する受診者の「過去の検査結果」を受診者検査結果履歴として用いる場合
であってもよい。
【００３８】
　また、本実施例では、表示制御部１４ｄが、評価値に対応するパターンで表示するよう
に制御することで、間接組織を強調する場合について説明したが、本発明はこれに限定さ
れるものではなく、例えば、人体モデル図において、輪郭線を太くして表示したり、影を
つけて浮き上がるように表示したり、立体的になるように表示したりするように制御する
ことで、間接組織を強調し、決定された評価値を間接組織の近傍にて表示する（数値を表
示する）場合であってもよい。また、間接影響評価部１４ｃによる評価値の決定処理を行
なわず、例えば、表示制御部１４ｄが、人体モデル図において、直接組織と間接組織との
輪郭線を太くして表示するように制御する場合であってもよい。
【００３９】
　次に、図８を用いて、実施例１における健康診断結果表示装置１０の処理について説明
する。図８は、実施例１における健康診断結果表示装置の処理を説明するための図である
。
【００４０】
　図８に示すように、実施例１における健康診断結果表示装置１０は、健康診断の結果に
ついて説明を行なう医師が入力した「健康診断の結果表示要求」を、ネットワーク２０を
介して端末３０から受け付けると（ステップＳ８０１肯定）、直接組織抽出部１４ａは、
検査結果記憶部１３ａが記憶する検査結果において、異常と診断された検査結果の検査項
目に対応する直接組織を、直接組織情報記憶部１３ｂが記憶する直接組織情報から抽出す
る（ステップＳ８０２）。例えば、直接組織抽出部１４ａは、図２に示す受診者「Ａさん
」の検査結果において、「検査項目：血糖値」の「診断結果」が「高血糖（異常）」であ
ることから、図３に示す直接組織情報を参照して、「検査項目：血糖値」に対応する「直
接組織：膵臓」を抽出する。
【００４１】
　そして、間接組織抽出部１４ｂは、直接組織抽出部１４ａによって抽出された直接組織
に対応する間接組織を、派生関係情報記憶部１３ｃが記憶する派生関係情報から抽出する
（ステップＳ８０３）。例えば、間接組織抽出部１４ｂは、直接組織抽出部１４ａによっ
て「直接組織：膵臓」が抽出された場合、図４に示す派生関係情報を参照して、「直接組
織：膵臓」に対応する間接組織として「腎臓」および「眼球」を抽出する。
【００４２】
　続いて、間接影響評価部１４ｃは、健康情報記憶部１３ｄが記憶する受診者の健康情報
に基づいて、直接組織抽出部１４ａによって抽出された直接組織の異常が、間接組織抽出
部１４ｂによって抽出された間接組織に対して及ぼす影響度合を評価する評価値を決定す
る（ステップＳ８０４）。例えば、間接影響評価部１４ｃは、図５に示す評価規則を用い
て、「間接組織：腎臓」の評価値を「２」として決定し、「間接組織：眼球」の評価値を
「１」として決定する。
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【００４３】
　そののち、表示制御部１４ｄは、人体モデル図を用いて、直接組織抽出部１４ａによっ
て抽出された直接組織および間接組織抽出部１４ｂによって抽出された間接組織を、間接
影響評価部１４ｃによって決定された評価値に対応するパターンで、端末３０が備えるモ
ニタにて表示するように制御して（ステップＳ８０５）、処理を終了する。
【００４４】
　例えば、表示制御部１４ｄは、図６に示すように、受診者「Ａさん」の検査結果表とと
もに、人体モデル図において、「直接組織：膵臓」を「評価値：４」に対応するパターン
で表示し、「間接組織：腎臓」を間接影響評価部１４ｃによって決定された「評価値：２
」に対応するパターンで表示し、「間接組織：眼球」を間接影響評価部１４ｃによって決
定された「評価値：１」に対応するパターンで表示するように制御する。なお、この処理
によって端末３０が備えるモニタにて表示された健康診断の結果を用いて、医師による受
診者「Ａさん」への説明が行なわれる。
【００４５】
　上述してきたように、実施例１によれば、直接組織抽出部１４ａは、検査結果記憶部１
３ａが記憶する検査結果において、異常と診断された検査結果の検査項目に対応する直接
組織を、直接組織情報記憶部１３ｂが記憶する直接組織情報から抽出し、間接組織抽出部
１４ｂは、直接組織抽出部１４ａによって抽出された直接組織に対応する間接組織を、派
生関係情報記憶部１３ｃが記憶する派生関係情報から抽出し、間接影響評価部１４ｃは、
健康情報記憶部１３ｄが記憶する受診者の健康情報に基づいて、直接組織抽出部１４ａに
よって抽出された直接組織の異常が、間接組織抽出部１４ｂによって抽出された間接組織
に対して及ぼす影響度合を評価する評価値を決定する。そして、表示制御部１４ｄは、人
体モデル図を用いて、直接組織抽出部１４ａによって抽出された直接組織および間接組織
抽出部１４ｂによって抽出された間接組織を、間接影響評価部１４ｃによって決定された
評価値とともに、端末３０が備えるモニタにて表示するように制御するので、健康診断の
検査結果により異常と診断された組織が及ぼす影響について受診者の理解を高めることが
可能となる。すなわち、現在の生活習慣を改めない場合に、どのような影響が発生するの
かを、受診者に対して認識させることが可能になる。
【００４６】
　また、実施例１によれば、人体モデル図にて表示された間接組織を参照することで、医
師などの説明者によって、間接組織についての説明が行なわれることを保証することがで
き、健康診断の検査結果により異常と診断された組織が及ぼす影響について受診者の理解
を高めることが可能となる。すなわち、説明者が、多数の検査結果について説明する際に
、直接組織の異常によって発生する影響についての説明を省略してしまうことを回避する
ことが可能になる。
【００４７】
　また、実施例１によれば、個人の健康情報に応じて特に注意すべき組織を、評価値を用
いて強調して表示することができ、受診者個人の特性に応じた診断結果を提示することが
可能になる。
【実施例２】
【００４８】
　実施例２では、健康情報の重み付けを変更して、直接組織の異常による間接組織への影
響度合を評価する評価値を決定する場合について、図９を用いて説明する。ここで、図９
は、実施例２における間接影響評価部を説明するための図である。
【００４９】
　実施例２における健康診断結果表示装置１０は、図１に示す実施例１における健康診断
結果表示装置１０と同様の構成からなるが、実施例２において、間接影響評価部１４ｃの
行なう処理の内容が異なる。以下、これを中心に説明する。
【００５０】
　実施例２における間接影響評価部１４ｃは、健康情報記憶部１３ｄが記憶する受診者の
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健康情報の間で重み付けを変更して、間接組織への影響度合を評価する評価値を決定する
。
【００５１】
　例えば、実施例２における間接影響評価部１４ｃは、評価値を「０点から１００点」ま
での点数として決定する。具体的には、実施例２における間接影響評価部１４ｃは、図９
に示すように、「評価対象間接組織：腎臓」において、健康情報にある「受診者検査結果
履歴」が「血糖値異常あり」ならば「３０点」を割り振り、健康情報にある「親族疾患履
歴」において、「２親等以内の親族に腎臓病あり」ならば「３０点」を割り振り、「その
他の親族に腎臓病あり」ならば「１０点」を割り振るとする。
【００５２】
　ここで、実施例２における間接影響評価部１４ｃは、受診者「Ａさん」の健康情報にお
いて、「受診者検査結果履歴：（過去に）血糖値異常あり」であり、かつ、「父親に腎臓
病あり」ならば「３０点＋３０点＝６０点」として評価値を決定する。また、受診者「Ａ
さん」の健康情報において、「受診者検査結果履歴：（過去に）血糖値異常あり」であり
、かつ、「伯父に腎臓病あり」ならば「３０点＋１０点＝４０点」として評価値を決定す
る。すなわち、同じ親族の疾患履歴であっても、受診者自身との血縁関係が近いほど点数
を高くし、血縁関係が遠いほど点数を低くするといったように、健康情報の間で重み付け
を変更して評価値を決定する。
【００５３】
　実施例２における表示制御部１４ｄは、受診者「Ａさん」の検査結果表とともに、人体
モデル図において、「直接組織：膵臓」を、例えば、「評価値：１００点」に対応するパ
ターンで表示し、「間接組織：腎臓」を間接影響評価部１４ｃによって決定された「評価
値：６０点」に対応するパターンで表示するように制御する。
【００５４】
　なお、実施例２における健康診断結果表示装置１０の処理は、図８を用いて説明した実
施例１における健康診断結果表示装置１０の処理のうち、ステップＳ８０４における間接
影響評価部１４ｃによる評価値の決定処理と、ステップＳ８０５における表示制御部１４
ｄによる表示制御処理が、上述した内容に変更された以外は、実施例１と同様であるので
、説明を省略する。
【００５５】
　上述してきたように、実施例２によれば、間接組織の評価値をより細かく決定すること
ができるので、健康診断の検査結果により異常と診断された組織が及ぼす影響について受
診者の理解をさらに高めることが可能となる。
【実施例３】
【００５６】
　実施例３では、間接組織の表示制御処理において、実施例１とは異なる第二の例につい
て、図１０を用いて説明する。ここで、図１０は、実施例３における表示制御部を説明す
るための図である。
【００５７】
　実施例３における健康診断結果表示装置１０は、図１に示す実施例１における健康診断
結果表示装置１０と同様の構成からなるが、実施例３において、表示制御部１４ｄの行な
う処理の内容が異なる。以下、これを中心に説明する。
【００５８】
　実施例３における表示制御部１４ｄは、人体モデル図において、直接組織抽出部１４ａ
によって抽出された直接組織および間接組織抽出部１４ｂによって抽出された間接組織の
すべてが、端末３０が備えるモニタにて表示されるように制御する。例えば、図６に示す
ように、実施例１では、直接組織として抽出された膵臓の一部や、間接組織として抽出さ
れた左右の腎臓のうち、人体モデル図を正面から見た場合に左側にある腎臓が、胃や大腸
によって隠れてしまっているが、実施例３における表示制御部１４ｄは、図１０に示すよ
うに、人体モデル図から胃や大腸を削除することにより、膵臓および左右の腎臓が、端末



(11) JP 5172377 B2 2013.3.27

10

20

30

40

50

３０が備えるモニタにて表示されるように制御する。
【００５９】
　なお、実施例３における健康診断結果表示装置１０の処理は、図８を用いて説明した実
施例１における健康診断結果表示装置１０の処理のうち、ステップＳ８０５における表示
制御部１４ｄによる表示制御処理が、上述した内容に変更された以外は、実施例１と同様
であるので、説明を省略する。
【００６０】
　上述してきたように、実施例３によれば、直接組織および間接組織が必ず人体モデル図
にて表示することができるので、健康診断の検査結果により異常と診断された組織が及ぼ
す影響について受診者の理解をより一層高めることが可能となる。
【実施例４】
【００６１】
　実施例４では、間接組織の表示制御処理における第三の例について、図１１を用いて説
明する。ここで、図１１は、実施例４における表示制御部を説明するための図である。
【００６２】
　実施例４における健康診断結果表示装置１０は、図１に示す実施例１における健康診断
結果表示装置１０と同様の構成からなるが、実施例４において、表示制御部１４ｄの行な
う処理の内容が異なる。以下、これを中心に説明する。
【００６３】
　実施例４における表示制御部１４ｄは、人体モデル図において、直接組織抽出部１４ａ
によって抽出された直接組織から間接組織抽出部１４ｂによって抽出された間接組織に影
響が派生する様子を、動画によって、端末３０が備えるモニタにて表示されるように制御
する。例えば、実施例４における表示制御部１４ｄは、図１１の（Ａ）に示すように、直
接組織である「膵臓」を「評価値：４」に対応するパターンを用いて表示後、一定時間が
経過した時点で、間接組織である「腎臓」を「評価値：２」に対応するパターンで、間接
組織である「眼球」を「評価値：１」に対応するパターンで表示するように制御して、間
接組織への影響を強調する。なお、本実施例では、図１１の（Ａ）に示すように、すべて
の間接組織に一度に表示するように制御する場合について説明したが、本発明はこれに限
定されるものではなく、間接組織ごとに、一定間隔で表示するように制御する場合であっ
てもよい。
【００６４】
　あるいは、実施例４における表示制御部１４ｄは、図１１の（Ｂ）に示すように、直接
組織である「膵臓」とは、離れている「間接組織：眼球」を強調するために、「直接組織
：膵臓」から「間接組織：眼球」へ矢印が移動するように表示を制御してもよい。また、
矢印が移動する以外にも、犬のイラストが移動したりするなど、直接組織とは離れている
間接組織について、受診者の関心を惹きつける動画を表示するように制御する場合であっ
てもよい。
【００６５】
　なお、実施例４における健康診断結果表示装置１０の処理は、図８を用いて説明した実
施例１における健康診断結果表示装置１０の処理のうち、ステップＳ８０５における表示
制御部１４ｄによる表示制御処理が、上述した内容に変更された以外は、実施例１と同様
であるので、説明を省略する。
【００６６】
　上述してきたように、実施例４によれば、動画を用いて間接組織に影響が及ぶことを強
調して表示することができ、健康診断の検査結果により異常と診断された組織が及ぼす影
響について受診者の理解をより一層高めることが可能となる。
【実施例５】
【００６７】
　実施例５では、間接組織の表示制御処理における第四の例について、図１２～図１４を
用いて説明する。ここで、図１２は、実施例５における健康診断結果表示装置の構成を示
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す図であり、図１３は、影響確率算出部を説明するための図であり、図１４は、実施例５
における表示制御部を説明するための図である。
【００６８】
　実施例５における健康診断結果表示装置１０は、図１に示す実施例１における健康診断
結果表示装置１０と比較して、図１２に示すように、影響確率算出部１４ｅを新たに備え
る点と、表示制御部１４ｄによる表示制御処理の内容が異なる。以下、これらを中心に説
明する。
【００６９】
　影響確率算出部１４ｅは、間接組織が影響を受ける確率である影響確率を算出する。す
なわち、影響確率算出部１４ｅは、間接組織抽出部１４ｂによって抽出された間接組織に
、将来、影響が生じる可能性である影響確率を、検査結果記憶部１３ａが記憶する検査結
果を用いて算出する。
【００７０】
　例えば、影響確率算出部１４ｅは、図１３の（Ａ）に示すように、検査結果記憶部１３
ａが記憶する検査結果を参照して、「（直接組織抽出部１４ａによって抽出された）直接
組織に障害のあった受診者の数」と、「直接組織および間接組織に障害のあった受診者の
数」とを取得し、これらの比率に「１００」を掛け合わせることで、直接組織の異常によ
って、間接組織に、将来、影響が生じる可能性である影響確率をパーセント形式で算出す
る。
【００７１】
　あるいは、影響確率算出部１４ｅは、図１３の（Ｂ）に示すように、検査結果記憶部１
３ａが記憶する検査結果を参照して、「検査結果に異常のあった受診者の数」と、「検査
結果に異常があり間接組織に障害のあった受診者の数」とを取得し、これらの比率に「１
００」を掛け合わせることで、間接組織と派生関係にある直接組織だけでなく、他の組織
の異常によって、当該間接組織に、将来、影響が生じる可能性である影響確率をパーセン
ト形式で算出する。
【００７２】
　実施例５における表示制御部１４ｄは、影響確率算出部１４ｅによって算出された影響
確率をさらに端末３０が備えるモニタにて表示されるように制御する。例えば、実施例５
における表示制御部１４ｄは、図１４に示すように、直接組織である「膵臓」を「評価値
：４」に対応するパターンを用いて表示し、間接組織である「腎臓」を「評価値：２」に
対応するパターンで、間接組織である「眼球」を「評価値：１」に対応するパターンで表
示するように制御するとともに、「間接組織：腎臓」において算出された「影響確率：２
４％」、および「間接組織：眼球」において算出された「影響確率：１６％」を表示する
ように制御する。
【００７３】
　次に、図１５を用いて、実施例５における健康診断結果表示装置１０の処理について説
明する。図１５は、実施例５における健康診断結果表示装置の処理を説明するための図で
ある。
【００７４】
　ここで、図１５に示すステップＳ１５０１～ステップＳ１５０４の処理内容は、実施例
１において、図８を用いて説明したステップＳ８０１～ステップＳ８０４の処理内容と同
じであるので、説明を省略する。
【００７５】
　ステップＳ１５０４の処理の後、影響確率算出部１４ｅは、間接組織抽出部１４ｂによ
って抽出された間接組織が影響を受ける確率である影響確率を算出する（ステップＳ１５
０５）。例えば、影響確率算出部１４ｅは、検査結果記憶部１３ａが記憶する検査結果か
ら取得したデータを用いて、図１３の（Ａ）、または図１３の（Ｂ）に示す数式により影
響確率を算出する。
【００７６】
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　そののち、表示制御部１４ｄは、人体モデル図を用いて、直接組織および間接組織を、
評価値に対応するパターンで表示するとともに、影響確率算出部１４ｅが算出した影響確
率を表示するように制御して（ステップＳ１５０６、図１４参照）、処理を終了する。
【００７７】
　上述してきたように、実施例５によれば、抽出された間接組織に、将来、障害が生じる
可能性を、受診者に認識することができるので、健康診断の検査結果により異常と診断さ
れた組織が及ぼす影響について受診者の理解をより一層高めることが可能となる。例えば
、健康診断の受診者が居住する地域における住民の検査結果を用いることで、当該地域に
特徴的な病歴（例えば、塩分の多い食事を摂取することが特徴的な地域において、高血圧
の患者が多いなど）を反映した影響確率を算出することができ、受診者が居住する地域の
特性に応じた診断結果を提示することが可能になる。
【実施例６】
【００７８】
　実施例６では、間接組織の表示制御処理における第五の例について、図１６を用いて説
明する。ここで、図１６は、実施例６における表示制御部を説明するための図である。
【００７９】
　実施例６における健康診断結果表示装置１０は、図１に示す実施例１における健康診断
結果表示装置１０と同様の構成からなるが、実施例６において、表示制御部１４ｄの行な
う処理の内容が異なる。以下、これを中心に説明する。
【００８０】
　実施例６における表示制御部１４ｄは、間接組織抽出部１４ｂによって抽出された間接
組織の表示、または直接組織抽出部１４ａによって抽出された直接組織から間接組織抽出
部１４ｂによって抽出された間接組織に影響が派生する様子の表示を、所定の時機におい
て実行するように制御する。
【００８１】
　例えば、実施例４では、表示制御部１４ｄが、図１１の（Ａ）に示すように、直接組織
である「膵臓」を表示後、一定時間が経過した時点で、間接組織である「腎臓」および「
眼球」を表示するように制御する場合について説明したが、実施例６における表示制御部
１４ｄは、図１６に示すように、受診者との面談を行なっている医師が、端末３０が備え
るマウスを操作して、モニタに表示されている直接組織である「膵臓」にカーソルを置い
た時点で、間接組織である「腎臓」を「評価値：２」に対応するパターンで、間接組織で
ある「眼球」を「評価値：１」に対応するパターンで表示するように制御する。
【００８２】
　あるいは、実施例６における表示制御部１４ｄは、実施例４において図１１の（Ｂ）を
用いて説明した矢印の移動表示や、実施例３で説明した直接組織および間接組織をすべて
表示するための組織削除表示や、実施例５で説明した影響確率の表示といった表示制御処
理を、直接組織にカーソルが置かれた時点で、実行してもよい。
【００８３】
　また、モニタに人体モデル図とともに表示されている検査結果表において、医師がマウ
スを用いて検査項目を選んだ時点や、医師が説明している音声を、端末３０が備えるマイ
クを介して取得して解析し、特定のキーワードが認識された時点で、上記したような表示
制御処理を実行する時機としても良い。例えば、「キーワード：血糖値」を認識した時点
で、「直接組織：膵臓」の「間接組織：腎臓および眼球」を評価値に対応するパターンで
表示するように制御する場合であってもよい。
【００８４】
　なお、実施例６における健康診断結果表示装置１０の処理は、図８を用いて説明したス
テップＳ８０５における表示制御部１４ｄによる表示制御処理や、図１５を用いて説明し
たステップＳ１５０６における表示制御部１４ｄによる表示制御処理が、上述した内容に
変更された以外は、同様であるので、説明を省略する。
【００８５】
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　上述してきたように、実施例６によれば、説明者は、自身の意図するタイミングで間接
組織を強調した表示を行なったうえで、診断結果を説明することができ、健康診断の検査
結果により異常と診断された組織が及ぼす影響について受診者の理解をより一層高めるこ
とが可能となる。
【００８６】
　なお、上記した実施例１～６では、健康診断結果表示装置１０による表示制御処理に基
づいて、端末３０が備えるモニタにて健康診断の結果を表示する場合について説明したが
、本発明はこれに限定されるものではなく、健康診断結果表示装置１０が病院内の面談室
に設置され、健康診断結果表示装置１０が表示部として備えるモニタにて、健康診断の結
果を表示する場合であってもよい。
【産業上の利用可能性】
【００８７】
　以上のように、本発明に係る健康診断結果表示装置および健康診断結果表示プログラム
は、健康診断の結果を所定の表示部にて表示する場合に有用であり、特に、検査結果によ
り異常と診断された組織が及ぼす影響について受診者の理解を高めることに適する。
【図面の簡単な説明】
【００８８】
【図１】実施例１における健康診断結果表示装置の構成を示す図である。
【図２】検査結果記憶部を説明するための図である。
【図３】直接組織情報記憶部を説明するための図である。
【図４】派生関係情報記憶部を説明するための図である。
【図５】実施例１における間接影響評価部を説明するための図である。
【図６】実施例１における表示制御部を説明するための図である。
【図７】実施例１における表示制御部を説明するための図である。
【図８】実施例１における健康診断結果表示装置の処理を説明するための図である。
【図９】実施例２における間接影響評価部を説明するための図である。
【図１０】実施例３における表示制御部を説明するための図である。
【図１１】実施例４における表示制御部を説明するための図である。
【図１２】実施例５における健康診断結果表示装置の構成を示す図である。
【図１３】影響確率算出部を説明するための図である。
【図１４】実施例５における表示制御部を説明するための図である。
【図１５】実施例５における健康診断結果表示装置の処理を説明するための図である。
【図１６】実施例６における表示制御部を説明するための図である。
【符号の説明】
【００８９】
　１０　　健康診断結果表示装置
　１１　　通信制御部
　１２　　入出力制御Ｉ／Ｆ部
　１３　　記憶部
　１３ａ　検査結果記憶部
　１３ｂ　直接組織情報記憶部
　１３ｃ　派生関係情報記憶部
　１３ｄ　健康情報記憶部
　１４　　処理部
　１４ａ　直接組織抽出部
　１４ｂ　間接組織抽出部
　１４ｃ　間接影響評価部
　１４ｄ　表示制御部
　２０　　ネットワーク
　３０　　端末



(15) JP 5172377 B2 2013.3.27

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】 【図６】



(16) JP 5172377 B2 2013.3.27

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(17) JP 5172377 B2 2013.3.27

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(18) JP 5172377 B2 2013.3.27

【図１５】 【図１６】



(19) JP 5172377 B2 2013.3.27

10

フロントページの続き

    審査官  阿部　潤

(56)参考文献  特開平０９－０７３４９５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－０５６０９９（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開平０６－０３９４６９（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２００６－１４６２８９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｑ　　１０／００　－　５０／３４　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

